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三田市地域子育て支援拠点事業（駅前子育て交流ひろば）運営委託業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 本要領は、「三田市地域子育て支援拠点事業（駅前子育て交流ひろば）運営委託業務」に係

る契約の相手方となる候補者の決定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事

項を定める。 

 

１ 業務概要 

 (1) 業務名    

三田市地域子育て支援拠点事業（駅前子育て交流ひろば）運営委託業務 

 

 (2) 業務の目的 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第６項に規定する地域子育て

支援拠点事業として、まちづくり協働センター内に駅前子育て交流ひろばを開設し、

乳幼児及び保護者が相互に交流する場所として、子育て支援の充実を図る。 

 

 (3) 業務内容 

 別紙「三田市地域子育て支援拠点事業（駅前子育て交流ひろば）運営委託業務仕様書」

に示すとおりとする。 

 ※業務運営の詳細については、事業開始前に市と受託予定者で協議し決定します。 

 

(4) 本業務において、企画提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。 

   ① 企画提案内容（法人等の実績や特性を生かした本事業の実施） 

   ② 業務遂行の確実性（子育て支援に関する業務実績、運営体制） 

 

 (5) 履行期間 

令和８年４月１日～令和１１年３月３１日 

※受託者は令和８年４月１日の受託開始に先がけて現運営事業者及び市から業務の引

継ぎを受けること。引継ぎ期間は役務の提供を受けないため、この期間の委託料の支

払いは生じない。 

    

※期間中にまちづくり協働センターの大規模改修等が実施される可能性があります。改修

等にかかる費用については、三田市が予算の範囲内において負担します。また、大規模

改修等の影響で、実施場所が変更となる可能性があり、別途、市と受託者で調整が生じ

る場合があります。 

 

２ 予 算 

  委託料の見積限度額は 26,609,000 円とする。（社会福祉法第２条に定める第二種社会福

祉事業のため消費税法第６条別表第一により非課税） 

 

３ 実施形式  「公募型」とする。 

 

４ 日 程 

  候補者決定までのスケジュールは次のとおりとする。 
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内  容 期 日 等 

現地説明会の開催 11 月 10 日（月）13 時～14 時（予定） 

参加表明書の提出期間 10 月 28 日（火）～ 11 月 19 日（水）17 時まで 

質疑受付期間 10 月 28 日（火）～ 11 月 13 日（木）17 時まで 

質疑回答期日 11 月 19 日（水）12 時までに市ホームページに掲載 

参加資格審査結果（選定・非選定）通知 11 月 26 日（水） 

企画提案書提出期限 12 月 12 日（金）17 時まで 

プレゼンテーション・ヒアリング（質疑応答）  12 月 22 日（月）詳細別途通知 

プロポーザル審査結果（特定・非特定）通知 12 月 26 日（金） 

 

５ 参加資格 

参加できる者は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 

【基本的要件】 

(1)  三田市入札等参加資格者名簿に登録された者であること。また、未登録の場合は、

次の書類を参加申込の手続き時にあわせて提出すること。 

  ①商業登記履歴事項全部証明書 

  ②法人税・消費税及び地方消費税の納税証明（その３の３）（滞納がないことが確認でき

ること）※課税されていない場合は、その旨を記載した申立書（任意様式） 

  ③財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書） 

※最新１年分の決算数値がわかるもの 

  ④印鑑登録証明書及び使用印鑑届（様式任意） 

(2) 市の指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225  

号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者

を除く。）でないこと。 

(5) 三田市暴力団排除条例（平成 24 年条例第９号。以下「暴力団排除条例」という。）第

２条第３号に該当しない者であること。 

【その他要件】   

(1) 法人の定款等基本規則において事業目的に子育て支援活動の定めがあること。 

(2) 法人内に本事業に従事する職員の指導、監督、助言等を行う常勤の職員（保育士又は

幼稚園教諭の資格を有する者）が在籍していること。 

 

６ 現地説明会    

 (1) 開催日時  令和７年１１月１０日（月）１３時から１４時まで（予定） 

 (2) 場 所  まちづくり協働センター ６階幼児室 

    ※参加の場合は、１１月７日（金）１２時までに三田市子ども・未来部子ども政策

課（ＴＥＬ０７９－５５９－５０７９）まで電話連絡すること。 

 

７ 質疑・応答 

 (1) 提出方法  別添の質問書（様式１０）により、電子メールにて提出すること。なお、
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電子メールの到着確認のため、送信後 15 分を目安に電話連絡を行うこと。 

         口頭による問い合わせには一切応じない。 

 (2) 提出期限  令和７年１１月１３日（木） １７時まで（必着） 

 (3) 提 出 先  三田市子ども・未来部子ども政策課 

E-mail：kodomoseisaku@city.sanda.lg.jp 

 (4) 回答方法  令和７年１１月１９日（水） １２時までに三田市ホームページの当該

ページに掲載する。質疑の内容（質問内容が不明瞭なもの等）によっては

回答しない場合があります。 

 

８ 参加申込の手続き 

 (1) 提出書類   

  ① 参加表明書（様式１）  

  ② 法人の概要・子育て支援に関する事業の実績（様式２）  

  ③ 業務実施体制（様式３） 

  ④ 法人の定款等基本規則の写し  

  ⑤ 参加表明書提出書類チェック表（様式４） 

 (2) 留意事項 

    様式３において記載した担当者等の雇用関係を確認できるもの、及び保育士または

幼稚園教諭の資格を有する者については資格を証する書類（※）の写しを添付するこ

と。※幼稚園教諭の資格を有する者で、資格を証する書類の有効期間が満了している

場合は、有効期間更新を証す書類もあわせて提出すること。 

    また、本要領「１業務概要」(3)に示した仕様書の「６ 職員の配置」に記載した研

修を修了している場合は、修了を証する書類の写しを添付すること。 

(3) 提出期限  令和７年１１月１９日（水） １７時まで（必着） 

         ※土・日・祝日の持参による受付等は行いません。 

 (4) 提出方法  持参（又は郵送）に限る。（なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配

達されたことが証明できる方法によることとし、提出期限必着とする。郵

便事故等についての異議申し立て等は受け付けない。） 

 (5) 提 出 先  三田市子ども・未来部子ども政策課 

 

９ 参加資格審査・通知 

  提出された参加表明書類について参加資格を確認し、資格を有する者に企画提案書の提

出を依頼する。資格を有しない者については、選定されなかった旨とその理由（非選定理

由）を通知する。非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日以内に

書面により非選定理由についての説明を求めることができる。回答は、説明を求めること

ができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面により行う。 

結果通知は、令和７年１１月２６日付け郵送により行い、併せてＦＡＸ（又は電子メー

ル）を送信する。 

 

10 企画提案書の作成方法 

 (1) 提出書類（⑥は１部提出、それ以外は各１０部提出すること。） 

 ① 企画提案書（様式５） 

 ② 本業務の基本的事項についての企画提案（様式６） 

 ③ 特定テーマに対する企画提案（様式７） 

http://vsv18003.itra.city.sanda.lg.jp/scripts/cbgrn/grn.exe/groupmail/exchange_history?aid=143&cid=1428&mid=2212042&email=%3Ckodomoseisaku%40city.sanda.lg.jp%3E&sf=
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 ④ 見積書、積算内訳書（様式８－①～④） 

 ⑤ 令和７年度の事業計画書・収支計算書及び令和２年度～令和６年度の各年度の事業

報告書・収支決算書 

 ⑥ 企画提案書提出書類チェック表（様式９） 

 (2) 留意事項   

 ① 文字サイズは 10 ポイント以上とすること。 

 ② 本要領「１業務概要」(4)に示した特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載

すること。 

③ 積算内訳書には、仕様書、企画提案等に記載されたすべての業務の見積額を記載す

ること。 

 (3) 提出期限  令和７年１２月１２日（金）１７時まで  

※土・日・祝日の持参による受付等は行いません。 

 (4) 提出方法  持参（又は郵送）に限る。（なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配

達されたことが証明できる方法によることとし、提出期限必着とする。郵

便事故等についての異議申し立て等は受け付けない。） 

 (5) 提出先  三田市子ども・未来部子ども政策課 

 

11 プレゼンテーション   

  以下のとおりプレゼンテーション・ヒアリング（質疑応答）を行う。 

 (1) 開 催 日  令和７年１２月２２日（月） 

(2) 場 所  後日連絡する。（三田市役所本庁舎予定） 

(3) 開始時間  後日連絡する。 

  (4) 出 席 者  運営責任者を含め、３人以内とする。 

 (5) そ の 他  プロジェクター及びスクリーンは市において用意する。 
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12 審査基準等 

  参加表明書及び企画提案書の評価項目、判断基準並びに評価ウェイトは以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、同評価の場合の優先項目は次のとおりとする。  

  ①「特定テーマ①：企画提案内容」に対する企画提案の得点が高い者 

  ②「特定テーマ②：業務遂行の確実性」に対する企画提案の得点が高い者 

 

13 企画提案書審査・通知 

(1) 提出された企画提案書についてプロポーザル審査会が審査し、提出した者の中から評

価の合計点が最上位であるものを１者特定する。なお、提案者が１者であっても本プロ

ポーザルは成立するものとするが、審査の結果、最低基準点（評価の総合計点が６割）

以上の点数を得られなかった場合は、候補者として特定しない。 

 (2) 申込者が２者以上あり、次点の申込者が審査基準の要件（評価の総合計点が６割）を

満たしている場合は補欠とし、最高点の評価を獲得した申込者が何らかの理由により申

込を辞退、または審査会が特定の取り消しを行った場合は次点の申込者を繰り上げ、候

補者として特定する。 

(3) 審査の結果は、すべての提出者に対して、令和７年１２月２６日付け書面により通知

する。企画提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨とその理由（非

特定理由）を通知する。非特定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７

日以内に書面により非特定理由についての説明を求めることができる。回答は、説明を

求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面により行う。 

 

配点 小計

1 10点 10点

2 ア
子育て親子の交流の場の
提供と交流の促進

5点 20点

3 イ
子育て等に関する相談、
援助の実施

5点

4 ウ
地域の子育て関連情報の
提供

5点

5 エ
子育て及び子育て支援に
関する講習等の実施（月１
回以上）

5点

6 10点 20点

7 10点

8 (1) 業務実績 10点 50点

9 5点

10 5点

11 5点

12 5点

13 10点

14 10点

業務遂行の
確実性

（特定テーマ②）

主に乳幼児を対象とした子育て支援の分野で一定の業績があるか。

(2) 運営体制

財政基盤が安定し、健全な運営（経営）が行われているか。

ＰＤＣＡによる運営（特に自己点検・評価に基づく改善）について、取り組み等が具体的である
か。

人員の配置が計画的に考えられており、職員の研修計画や育成計画等（意識向上・資質向
上など）が適切に行われているか。

地域の特性や地域の子育て環境についての理解があり、子育て家庭が抱えるニーズを把握
し、事業に反映する方法が具体的であるか。

個人情報等情報管理の徹底、情報公開、苦情対応など、適正な事務処理体制がとられてい
るか。

施設内の利用者への安全配慮や事故予防、感染症等対策にかかる消毒など清潔保持のた
めの方策が十分であり、また、緊急時の対応体制を整えているか。

企画提案内容
（特定テーマ①）

法人等の実績や特性を
生かした本事業の実施

法人等の実績や特性を生かし、事業等に具体的に反映できるか。

三田市向けの効果的で独自の提案があり、実現可能なものか。

評価項目・評価基準

運営方針
子育て支援を推進する市の拠点であるという目的を理解し、しっかりした理念・方針をもって
運営を行えるか。

「地域子育て支援拠
点事業実施要綱」で

定める
基本事業

子育て親子の交流を促進させる方法や工夫が具体的であり、実現可能なものか。

気軽に子育て相談ができる体制で、援助の実施が具体的かつ実現可能なものか。また、関
係組織に繋いだり、継続した連携に対する考え方や方法は適切か。

地域の子育て関連情報の収集方法及び周知・発信方法が具体的であり、実現可能なもの
か。また、施設利用者以外に向けが情報提供ができるか。

講習等の目的と期待する効果をふまえた上で、講習等の実施が具体的であり、実現可能な
ものか。また、特定の内容・講師に偏っていないか。
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14 その他留意事項 

 (1) この要領に掲げた期日、場所等はやむを得ない事情により変更になる場合がある。 

(2)  手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

 (3) 参加表明書及び企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに関する費用は、提

出者の負担とする。 

 (4) 企画提案書の提出は１者につき１案とする。 

 (5) 提出されたすべての書類の返却は行わない。 

 (6) 提出期限以降における参加表明書、企画提案書及び資料の差し替え及び再提出は認め

ない。また、記載した運営責任者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、

退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の職責を有する者であ

ることの了解を得なければならない。 

 (7) 随意契約の相手方として決定されるまでは、いつでも参加を辞退することができる。

辞退した者は、これを理由として以後の選定等に不利益な取扱いを受けるものではない。

なお、辞退する場合は、速やかに書面（様式任意）によりその旨届け出るものとする。 

 (8) 次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

  ・参加資格要件を満たしていない場合 

  ・提出書類に虚偽の記載があった場合又は審査に影響を与えるような不備があった場合 

  ・本要領で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に

適合しない書類の提出があった場合 

  ・審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

  ・説明会を開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合 

  ・見積書の金額が、見積限度額を超過した場合 

  ・本案件の公告の日から候補者特定までの期間中に、本案件に関する営業行為を行った

場合 

 (9) 特定された企画提案書の内容については、当該業務の仕様書に適切に反映するものと

する。 

 (10) 契約締結にあたっては、契約金額の 100 分の 10 以上（三田市内に本社本店のある者

については 100 分の 3 以上）の契約保証金の納付を求める。ただし、契約保証金に代わ

る担保となる有価証券等の提供、金融機関又は保証事業会社の保証、履行保証保険契約

の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 

  (11) 企画提案書等の著作権等については、当該企画提案書等を作成した者に帰属するも

のとする。ただし、契約の相手方となった者が作成した企画提案書等の書類については、

市が必要と認める場合には、市は契約の相手方にあらかじめ通知することによりその一

部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるものとする。 

 

15 問合せ先    

〒６６９－１５９５ 三田市三輪２丁目１番１号 市役所本庁舎２階 

  三田市子ども・未来部子ども政策課 

   ＴＥＬ ０７９－５５９－５０７９ 

   ＦＡＸ ０７９－５６３－３６１１ 

   E-mail：kodomoseisaku@city.sanda.lg.jp 

 


